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《修
士
論
文
要
旨
》東

寺
講
堂
五
大
明
王
像
の
研
究

-
軍
茶
利
明
王
像
の
蛇
の
装
飾
を
中
心
に
ー

*

櫻

田

純

子

東
寺
講
堂
に
安
置
さ
れ
る
五
大
明
王
像
は
、
空
海
が
初
め
て
日
本
に
請
来
し
た

五
大
明
王
の
儀
軌
に
基
づ
き
、
空
海
自
身
が
造
立
し
た
根
本
図
像
と
し
て
、
重
要

な
位
置
づ
け
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
空
海
の
帰
朝
以
後
、
新
た
な
密
教
の
儀

軌
を
求
め
て
入
唐
す
る
僧
が
相
次
ぎ
、
明
王
関
係
の
図
像
も
幾
通
り
か
請
来
さ
れ

て
い
る
。
本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

の
中
、
空
海
の
図
像
で
あ
る
東
寺
像
が
ど

う
位
置
付
け
ら
れ
、
造
像
化
さ
れ
て
き

た
か
を
改
め
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

第

一
章
で
は
、
五
大
明
王
の
成
立
を
確
認
す
る
。
儀
軌
に
あ
た
る
こ
と
に
よ
り
、

元
来
個
別
に
信
仰
さ
れ
て
い
た
五
尊
が

『仁
王
念
諦
儀
軌
』
に
よ

っ
て

一
具
性
の

あ
る
同

一
の
尊
格
と
さ
れ
た
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

一
方
で
同
儀
軌
で
は
各
尊

の
像
容
は
説
か
れ
て
お
ら
ず
、
造
像
の
際
に
は
、
図
像
的
根
拠
が
示
さ
れ
た
別
の

儀
軌
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
続

い
て
第
二
章
に
お
い
て
、
日
本

で
の
初
期
の
五
大
明
王
像
の
造
像
を
整
理
す
る
。
日
本
に
お
け
る
五
大
明
王
像
の

最
初

の
造
像
は
神
護
寺
像
で
あ
り
、
東
寺
像
は
二
例
目
と
な
る
。
神
護
寺
像
は
現

存
し
な
い
が
、
文
献
の
記
述
に
よ
り
応
永
九
年

(
一
四
〇
二
)
ま
で
は
存
在
が
確

認
で
き
、
東
寺
像
を
含
む
以
後
の
作
例

の
規
範
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高

い
。
だ
が

そ
の
像
容
を
知
る
手
が
か
り
が
失
わ
れ
た
今
、
同
像
の
規
範
性
の
証
明
は
で
き
な

い
。
そ
こ
で
、
東
寺
像
も
神
護
寺
像
と
同
様
に
空
海
の
意
思
に
よ
る
造
像
で
あ
る

こ
と
が
疑

い
な
く
、
本
論
の
前
提
条
件
に
叶
う
こ
と
を
述
べ
る
。

以
上
を
も
と
に
、
第
三
章
以
降
で
は
い
よ
い
よ
東
寺
像
の
像
容
に
迫
る
。
東
寺

像
が
他
の
作
例
に
与
え
た
影
響
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
東
寺
像
の
造
像
当
初

の
像
容
を
正
確
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
十
四
世
紀
に
書
か
れ
た
東
寺
の
寺
史

『東
宝
記
』
に
は
す
で
に
、
過
去
の
修
理
に
よ

っ
て
、
当
初
と
異
な
る
部
分
が

あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
で
各
記
録
か
ら
当
初
の
図
様
を
想
定
す
る
と
、

軍
茶
利
明
王
像
の
胸
の
前
に
二
匹
の
蛇
が
頭
を
絡
ま
せ
、
そ
の
尾
が
そ
れ
ぞ
れ
左

右
の
耳
朶
を
穿

つ
装
飾
が
あ

っ
た
こ
と
、
各
像
の
台
座
が
現
状
と
は
異
な

っ
て
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
台
座
は
、
文
明
十
八
年

(
一
四
八
六
)
の
土

一
揆
に
よ
る

講
堂
火
災
の
際
に
焼
失
し
、
新
造
さ
れ
た
と
の
見
方
を
提
出
し
た
。
ま
た
、
当
初

の
蓮
華
座
は
反
花
で
あ

っ
た
が
、
新
造
当
時
に
は
受
花
が
通
例
で
あ

っ
た
た
め
に
、

流
行
に
合
わ
せ
受
花
の
蓮
華
座
が
造
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

第
四
章
で
は
他
の
五
大
明
王
作
例
と
の
比
較
に
よ
り
、
東
寺
像
の
図
様
が
示
す

平成20年 度*文 学研究科文化財史料学専攻

一185一



櫻田:東 寺講堂五大明王像の研究55

意
味
と
、
そ
の
継
承
を
考
察
す
る
。
ま
ず
立
像
三
尊
の
脚
部
の
体
勢
に
は
、
五
尊

の
配
置
が
関
係
す
る
こ
と
に
着
目
し

た
。
そ
の
解
明
の
た
め
に
、
彫
像
、
画
像

(
一
幅

・
五
幅
)
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
配
列
を
、
東
寺
講
堂
の
安
置
図
や
後
七
日

御
修
法
で
の
懸
様
な
ど
の
実
際
の
例
を
も
と
に
考
察
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
、
彫

刻
お
よ
び

一
幅
画
像
は
中
央

・
不
動
、
東
南

・
降
三
世
、
西
南

・
軍
茶
利
、
西

北

・
大
威
徳
、
北
東

・
金
剛
夜
叉
の
配
列
、
五
幅
画
像
は
向
か
っ
て
左
か
ら
大
威

徳

・
軍
茶
利

・
不
動

・
降
三
世

・
金
剛
夜
叉
と
い
う
規
則
性
に
則

っ
た
配
置
が
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
導
き
出
し
た
。
ま
た
、
恒
常
的
な
安
置
に
は
先
の
配
列
法
で
あ

っ

た
が
、

一
時
的
な
修
法
で
は
多
様
な
配
列
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ

よ
う
。
こ
こ
で
導
か
れ
た
配
列
法
で
現
存
作
例
を
配
す
る
と
、
そ
の
多
く
が
不
動

を
中
心
と
し
た
左
右
対
称

の
構
…図
に
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
顔
や
体

の
向
き
、
脚
部

の
屈
伸
、
光
背

の
火
炎

の
先
端
が
伸
び
る
向
き
に
よ
り
、
降
三

世

・
軍
茶
利
、
大
威
徳

・
金
剛
夜
叉
が
対
称
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、

ほ
と
ん
ど
の
作
例
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
の
特
徴
が
、
東
寺
像
を
含
む
極
め
て

少
数
の
作
例
に
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
は
、
安
置
形

式
の
違

い
で
あ
る
。
東
寺
像
は
五
大
明
王
の
み
で
は
な
く
、
五
仏
や
五
菩
薩
な
ど
、

計
二
十

一
尊
の
群
像
の

一
部
で
あ
る
。
先
に
導
き
出
し
た
左
右
対
称

の
構
図
は
、

五
大
明
王
と
し
て
の
構
図
で
あ
り
、
東
寺
像
を
考
え
る
際
に
は
、
二
十

一
尊
全
体

の
構
図
で
捉
え
る
べ
き
で
あ

っ
た
の
だ
。
五
大
明
王
に
お
け
る
不
動
を
中
心
と
し

た
左
右
対
称
の
構
図
は
、
中
尊

・
不
動

へ
の
求
心
力
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
中
尊

へ
の
求
心
的
構
図
は
、
曼
茶
羅
図
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

『仁
王
経
五
方
諸
尊
図
』
の
系
統
作
例

で
の
、
根
本
図
か
ら
の
改
変
も
厭
わ
ず
対

称
性
を
整
え
る
意
識
、
『尊
勝
曼
茶
羅
』
に
み
ら
れ
る
、
儀
軌
に
な

い
不
動
の
体

の
向
き
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
東
寺
像

の
立
像
三
尊
が
脚
部
の
動
勢

を
等
し
く
す
る
理
由
は
、
講
堂
中
尊
の
大
日
如
来

へ
の
意
識
の
表
出
だ
と
い
え
る
。

東
寺
像
を
考
察
す
る
際
は
、
五
明
王
の
み
で
は
な
く
、
二
十

一
尊
の

一
部
と
し
て

考
察
す
べ
き
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
五
尊
の
み
で
成
立
す
る

作
例
が
東
寺
像
と
同
様
の
脚
部
の
体
勢
で
あ
る
理
由
は
、
中
尊

・
不
動

へ
の
意
識

と
構
図
の
安
定
性
の
追
求
よ
り
も
、
東
寺
像
を
空
海
様
と
し
て
重
要
視
す
る
姿
勢

が
勝

っ
て
い
た
た
め
だ
と

い
え
る
の
だ
。

続
い
て
、
東
寺
像
の
最
大
の
特
徴
と
も
い
え
る
、
軍
茶
利
明
王
の
耳
朶
を
穿

つ

蛇
の
装
飾
を
検
討
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
装
飾
の
典
拠
を
求
め
る
と
、
該
当
す
る
儀

軌
は

『陀
羅
尼
集
経
』
の
み
と
な
る
。
だ
が
、
『陀
羅
尼
集
経
』
と
東
寺
像
と
は
、

持
物
に
若
干
の
違
い
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
東
寺
講
堂
持
国
天
が
、
『陀

羅
尼
集
経
』
を
空
海
が
改
変
し
た
図
様
に
基
づ
く
と
の
先
行
研
究
が
参
考
と
な
ろ

う
。
こ
の
論
は
ま

っ
た
く
軍
茶
利
に
も
該
当
し
、
『陀
羅
尼
集
経
』

の
軍
茶
利

の

像
容
を
空
海
が
改
変
し
、
そ
れ
が
以
後

の
作
例
に
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以

上
を
前
提
と
し
、
耳
朶
に
蛇
が
穿
つ
他
の
軍
茶
利
作
例
と
東
寺
像
と
の
関
係
に
つ

い
て
、
個
別
に
検
討
を
行

っ
た
。
該
当
作
例
の
第

一
は
、
近
年
そ
の
存
在
が
確
認

さ
れ
た
、
輪
王
寺
五
大
明
王
像
で
あ
る
。
十
世
紀
の
作
と
い
う
論
が
提
示
さ
れ
る

が
、
損
傷
が
激
し
く
、
図
様
を
特
定
で
き
る
要
素
が
少
な
い
。
第
二
の
例
の
奈
良

国
立
博
物
館
像
は
、
五
尊
と
も
に
東
寺
像
の
特
徴
を
示
す
ば
か
り
で
な
く
、
蓮
華

座
が
反
花
で
あ
る
唯

一
の
彫
刻
作
例
で
あ
る
。
た
だ
、
五
尊
中
で
軍
茶
利
の
み
の

表
現
に
絵
画
的
要
素
が
み
ら
れ
、
そ
の
担
当
仏
師
の
高
い
技
量
と
と
も
に
、
後
補
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の
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
件
に

つ
い
て
は
、
細
部
様
式
や
彫
法
な
ど
詳
細

な
調
査
に
基
づ
く
更
な
る
検
討
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
第
三
の
例
は
大
覚
寺
像
で
あ

る
。
現
状
で
は
耳
朶
に
蛇
は
通

っ
て
い
な

い
が
、
蛇

の
尾
の
先
端
を
曲
げ
て
、
耳

朶
の
穴
の
中
央
に
向
け
る
こ
と
で
、
耳
朶
を
穿

つ
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
の
見

方
と
、
現
在
は
失
損
し
た
が
、
当
初
は
蛇
が
通

っ
て
い
た
と
の
見
方
が
で
き
る
。

な
お
同
像
は
、
不
動
が
円
珍
様

・
四
尊
が
東
寺
様
と
二
種
類
の
図
様
が
併
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
五
大
明
王
を
本
尊
と
す
る
修
法
、
五
壇
法
が
東

密
僧

・
台
密
僧

の
合
同
で
修
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
可
能
性
も
指
摘
す
る
。
第

四
の
例
の
仁
王
経
五
方
諸
尊
図
は
、
大
師
筆
と
の
伝
承
が
あ
り
、
東
寺
像
と
の
強

い
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
軍
茶
利

の
描
か
れ
る
幅
は
後
世
の
補
作

で
あ
り
、
東
寺
像
を
典
拠
と
し
て
補
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
五
の
例
の
粉

河
寺
本
は
、
寄
進
者
と
新
義
真
言
宗
と

の
関
わ
り
か
ら
、
東
寺
像
を
典
拠
と
し
て

描

い
た
可
能
性
を
導

い
た
。
第
六
の
例

の
霊
山
寺
三
重
塔
初
層
来
迎
壁
画
及
び
、

第
七
の
例
の
十
五
世
紀
作
と
さ
れ
る
醍
醐
寺
本
は
、
軍
茶
利
以
外
の
尊
の
図
様
か

ら
、
円
心
様
に
基
づ
く
と
認
め
ら
れ
る
。
円
心
様
に
基
づ
く
図
様
中
の
軍
茶
利
に

耳
朶
を
穿

つ
蛇
が
描
か
れ
る
理
由
と
し

て
、
同
じ
く
円
心
様

の
奈
良
博
本
を
介
し

て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
写
し
崩
れ

に
よ
り
生
じ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
以

上
よ
り
、
円
心
様
の
写
し
崩
れ
に
よ
り
発
生
し
た
系
統
と
、
東
寺
像
を
継
承
し
た

系
統
と
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
。
ま
た
、
五
大
明
王
像
の
変
遷
は
、
降

三
世
明
王
が
踏
む
大
自
在
天
と
烏
摩
妃

の
変
化
に
よ
る
考
察
も
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
第
五
章
で
は
、
彫
像
は
彫
像
を
、
画
像
は
画
像
を
典
拠
と
し
、

図
様
面
で
は
彫
像
は
東
寺
様
を
、
画
像

は
円
心
様
を
規
範
と
し
て
造
像
さ
れ
る
こ

と
を
求
め
た
。

本
論
で
は
失
わ
れ
た
東
寺
像
の
当
初
の
像
容
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
最
も
継

承
さ
れ
て
い
る
作
例
は
奈
良
博
像
で
あ
る
と
指
摘
す
る
に
至

っ
た
。
更
な
る
詳
細

な
調
査

の
必
要
や
歴
史
的
考
察
の
不
足
は
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
東
寺
様
を
論
ず
る

新
し
い
糸
口
を
提
示
で
き
た
も
の
と
し
、

一
つ
の
区
切
り
と
し
た
い
。
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